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本マニュアルは、平成21年5月31日までに、すでに配置販
売業の許可をお持ちの方（既存配置販売業）の申請用です。
平成21年6月1日以降、初めて配置販売業の許可を取得され
る方については「配置販売業関係」のマニュアルをご参照く
ださい。

＜令和８年３月改定＞
・ 申請時に添付する必要書類のうち、「配置販売業許可証」、「配置従事者
身分証明書」、「身分証明書用写真」以外については、電子による添付によ
り、原本の郵送提出が省略可能となりました。



01 はじめに
・ 配置販売業関係の以下の申請について、みやぎ電子申請サービス（LoGoフォーム）
によるオンライン申請が可能です。

・ 手数料の支払いは、クレジットカード決済・PayPay決済のみが可能です。
※ 現金等その他支払い方法は不可。

申請フォーム名 申請フォームの内容 手数料

①配置販売業許可申請（既存配置） 配置販売業許可を新規申請する場合のフォームです。 30,000円

②配置販売業許可更新申請（既存配置） 配置販売業許可を更新申請する場合のフォームです。 13,000円

③配置販売業取扱い品目追加・変更
申請

販売品目を追加しようとする場合、又は販売品目の削除と追加
をあわせて行おうとする場合のフォームです。

2,000円

④許可証の書換え交付申請 配置販売業許可証の書換え交付を希望する場合のフォームです。 2,000円

⑤許可証の再交付申請
配置販売業許可証を破損・汚損・紛失し、再交付を希
望する場合のフォームです。

2,900円

⑥変更届 変更事項を届け出る場合のフォームです。 0円

⑦廃止・休止・再開届 配置販売業を廃止・休止・再開し届け出る場合のフォームです。 0円

⑧配置従事者身分証明書交付申請
宮城県内に住所地のある方が配置販売に従事しようと
する場合のフォームです。

7,100円

⑨配置従事者身分証明書書換え交付申請 配置従事者身分証明書の書換え交付を希望する場合のフォームです。 2,000円

⑩配置従事者身分証明書再交付申請 配置従事者身分証明書の再交付を希望する場合のフォームです。 2,900円

⑪配置従事者身分証明書返納届
宮城県で発行された身分証明書の有効期間が経過した
とき、又は配置販売に従事しなくなったときに届け出
る場合のフォームです。

0円

⑫配置従事届 宮城県内で配置販売に従事する場合のフォームです。 0円

⑬配置従事者証明願
配置従事者身分証明書の交付状況の証明を願い出る場
合のフォームです。

0円

申請先（連絡先） 対象 申請フォーム

薬務課監視麻薬班
（022-211-2653）

配置販売業を行う場所が宮城県の場合 ①～⑦

配置従事者の住所地が宮城県の場合 ⑧～⑪

配置従事者が宮城県で従事する場合 ⑫

配置販売業の許可申請を行う際に配置従事者
身分証明書の交付状況の証明を願い出る場合

⑬

・ 宮城県における配置販売業関係の申請先は下記のとおりです。

１

※ ②⑧（継続の場合）は有効期間満了の１か月前までに行ってください。有効期間を1日でも
過ぎると無許可営業となります。

※ ⑥⑦は事由の発生から30日以内に申請が必要です。
30日を超過した場合は、申請と併せて遅延理由書の提出が必要となります。

※ 宮城県内にお住まいの方が宮城県内で従事する場合は、⑧と⑫の両方の申請が必要です。
※ 宮城県内にお住まいの方が宮城県外のみで従事する場合は、⑧のみ申請が必要です。

配置従事届は従事先の自治体に届け出てください。
※ 宮城県外にお住まいの方が宮城県内で従事する場合は、⑫のみ申請が必要です。

配置従事者身分証は、お住まいの自治体の交付を受けてください。



申請内容を入力

確認画面で申請内容・必要書類（別途郵送）を確認

仮申請完了メールを受信・パスワード取得

申請内容及び添付書類の確認・審査

（必要があれば）修正依頼・申請者側で修正

支払い案内メールの受信

申請内容を送信

支払い案内メールを送信

メール内URLよりパスワードを入力し決済画面へ

申請内容・支払金額を確認し、支払方法を選択・入力

決済情報確認画面で内容を確認し、送信

決済完了

支払い完了メール受信

郵送受取の場合

（修正内容を確認）

許可証等を申請者あてに郵送

薬務課・保健所受取の場合

受取窓口から電話連絡

受取窓口で受け取り

仮申請

県で審査

本申請
（支払い）

（配置従事者身分証明書交付申請の場合）
身分証明書用写真、（書換え交付・再交付は写真＋身分証明書（原本））

（配置販売業廃止届、配置従事者身分証明書返納届の場合）
許可証（原本）を 申請先（薬務課）に提出（郵送等）

（許可証更新、書換え交付、再交付の場合）
許可証（原本）を申請先（薬務課）に提出（郵送等）

02 利用の流れ

２※郵送受取では、電子決済で郵送料をお支払いいた
だく方法と、郵送で返信用封筒を提出していただく
方法が選択できます。

・ みやぎ電子申請システムを利用した配置販売業許可申請等の流れを説明します。
・ 本システムは、まず申請フォームに必要事項を入力していただきます（仮申請）。
・ 仮申請後、申請先（薬務課）での申請内容の確認後に、申請者宛てに支払い案内メールを送付します。

※ 電子申請と併せて、以下の書類については申請先（薬務課）への原本提出（郵送）が必要です。
＜仮申請後に原本の提出が必要な申請＞
・ 配置従事者身分証明書交付申請：身分証明書用写真
・ 配置従事者身分証明書の書換え・再交付申請：身分証明書用写真、配置従事者身分証明書（原本）
・ 廃止届、返納届：配置販売業許可証（原本）、配置従事者身分証明書（原本）

＜本申請完了後（手数料納付後）に原本の提出が必要な申請＞
・ 配置販売業の更新・書換え交付・再交付申請：配置販売業許可証（原本）

・ 支払い案内メールに記載のURLから決済（クレジットカード・PayPay）していただき、申請完了となります（本申請）。
・ 許可証の受け取り方法は、「郵送受取」または「薬務課・保健所受取」が選択可能です。

※ 「郵送受取（郵送料負担）」は、郵送料（申請の種類に応じて５３０円又は４６０円）を申請手数料と
併せて納付していただきます。

※ 「郵送受取（返送用封筒提出）」は申請時に返信用封筒（簡易書留、レターパック等）の提出が必要です。
※ 「薬務課・保健所受取」は許可証発行後、受取窓口から電話連絡があります。

新規、更新、書換、再交付は
このタイミングで申請受理

変更、廃止、返納は
このタイミングで申請受理

※手数料なしの申請は、
手続き完了メールが届きます。
（以下支払い手続きは不要）



03-1 操作方法（仮申請）

・ 申請者側のみやぎ電子申請システム申請方法について説明します。

① 入力フォームを入力します。

「このまますぐに申請する」
「ログインして申請」
どちらでも申請が可能です。

② 申請者のメールアドレスを入力します。

③ メール送信完了を確認します。

３



03-2 操作方法（仮申請）

④利用者アドレスに［フォームURLのご案内］メールが届きます。

⑤入力フォームに移ります。ページ冒頭の申請にあたっての説明を確認します。

←記載のURLを
クリックします

４



03-3 操作方法（仮申請）

⑥申請するフォームが合っていることを確認しながら、スクロールして入力していきます。

⑦クリップやカメラのマークがついているものについては、指定のファイルを添付します。

５

クリックするとファイルが添付できます。
（10MBまで添付可能です）

様式の指定があるものについては、
リンクからダウンロードできます。



03-4 操作方法（仮申請）

⑧申請内容を入力後、許可証の受け取り方法を選択します。

↑
全ての項目を入力後、クリック

６

⑨選択した内容に応じて、申請後に郵送提出が必要な書類と、郵送先が表示されます。

「郵送受取（郵送料負担）」「郵送受取（返送用封筒提出）」
「薬務課・保健所受取※」のいずれかを選択します。

⑩手数料を確認し、「金額確認画面へ進む」をクリックします。

※管轄にあわせて選択できます。

↑郵送提出が
必要な書類を確認

←郵送先を確認



03-5 操作方法（仮申請）

⑪「確定前金額確認」→「入力内容確認」にすすみ、内容を確認します。

⑫入力内容に誤りや不備がないことを確認し、「送信」をクリックします。

７

許可証の「郵送受取（郵送料負担）」を選択した
場合は、申請手数料の他に郵送料（５３０円又は
４６０円）が加算されます。



03-6 操作方法（仮申請）

⑬申請者のアドレスに［【重要】仮申請完了のご案内］メールが届きます。
メールには２つのパスワードが記載されているため、大切に保管してください。

申請状況の照会に使用するパスワードです。

８

決済画面へのログインに使用するパスワードです。

！重要！

申請時の入力内容が記載されています。

※ 本メールが届きましたら、配置販売業の廃止届は登録証（原本）、配置従事者登録申請は
身分証明書用写真、配置従事者身分証明書の書換え・再交付申請は身分証明書（原本）と
身分証明書用写真、配置従事者身分証明書の返納届は身分証明書（原本）を、速やかに郵送
してください（P９-11参照）。

※ 電子申請フォームによる仮申請及び必要書類の提出後に、申請先（薬務課）で申請
内容を審査し、審査完了後に支払い依頼メールを送付させていただきます（P14参照）。

仮申請案内メールに、原本の郵送提出が必要な書類が記載されている場合は、
同書類の受領後に本申請の案内メール（手数料の支払い案内メール（P14））
をお送りいたします（支払い後に本申請完了）。



04-1 必要書類の提出

申請手続き・宛先 電子添付が必要な書類（＊については、原本の提出も必要）

①配置販売業許可申請（既存配
置）

・ 登記事項証明書（申請者が法人の場合）
※発行日から6か月以内のもの

・ 精神機能障害及び麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒に関する医師
の診断書
※発行から３か月以内のもの
※申請者が法人の場合は当該業務を行う役員のもの
※申請者の法人名と併記する代表者以外の役員については、疎明書でも可

・ 役員業務分掌表又は役員組織図（申請者が法人の場合）
・ 配置販売業の業務を行うにつき必要な知識経験を有することを証明

する書類
・ 他都道府県の許可証

＜宛先＞
「既存配置販売業許可申請受付」係

②配置販売業許可更新申請（既
存配置）

＊ 更新前の配置販売業許可証（原本）
＜宛先＞
「既存配置販売業許可更新申請受付」係

③配置販売業取扱い品目追加・
変更申請

・ なし＜宛先＞
「配置販売業取扱い品目追加・
変更申請」係

④許可証の書換え交付申請

＊ 配置販売業許可証（原本）＜宛先＞
「許可証書換え交付申請受付」係

⑤許可証の再交付申請

＊（破損又は汚損した場合）配置販売業許可証（原本）＜宛先＞
「許可証再交付申請受付」係

⑥変更届
・ P11に記載の該当資料
・（事由の発生から30日を超過した場合）遅延理由書＜宛先＞

「変更届受付」係

⑦廃止・休止・再開届
＊（廃止した場合）配置販売業許可証（原本）
・（事由の発生から30日を超過した場合）遅延理由書＜宛先＞

「廃止（休止・再開）届受付」係
９

＜必要書類一覧＞

＜郵送先＞〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町３―８―１
宮城県保健福祉部薬務課監視麻薬班「○○受付」係 ※係は下記より転記してください。

・ 電子申請時にデータ添付が必要な書類は下記のとおりです（＊以外は原本提出は不要です）。
・ 電子申請と併せて、申請先（薬務課）へ、以下の②④⑤⑦は、配置販売業許可証（原本）の
郵送提出が必要です。

・ 「郵送受取（返送用封筒提出）」を選択した場合は、返送用レターパック又は簡易書留用封筒
（①～⑤は角２サイズ・５３０円切手付き）を郵送提出してください。



04-２ 必要書類の提出

申請手続き・宛先 必要書類

⑧配置従事者身分証明書交付申請
（既存配置）

＊ 写真1枚（縦4.0cm、横3.0cm）
※申請前6か月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、
無背景のもの

※裏面に氏名を記入すること
・ 配置販売業者との使用関係証明書

※発行日から3か月以内のもの
※申請者本人が従事する場合は不要

・ 申請者の住所を証する書類（住民票の写し、運転免許証等）

＜宛先＞
「配置従事者身分証明書交付申請
受付」係

⑨配置従事者身分証明書書換え交付申請 ＊ 配置従事者身分証明書（原本）
＊ 写真1枚（縦4.0cm、横3.0cm）

※申請前6か月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、
無背景のもの

※裏面に氏名を記入すること
・ 変更事項を証する書類

※氏名の変更の場合：
戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書等

※住所の変更の場合：住民票の写し
※配置販売業者の住所、氏名の変更の場合：
変更届の写しや、履歴事項証明書

＜宛先＞
「配置従事者身分証明書書換え交付
申請受付」係

⑩配置従事者身分証明書再交付申請 ＊ （破損又は汚損した場合）配置従事者身分証明書（原本）
＊ 写真1枚（縦4.0cm、横3.0cm）

※申請前6か月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、
無背景のもの

※裏面に氏名を記入すること

＜宛先＞
「配置従事者身分証明書再交付申請
受付」係

⑪配置従事者身分証明書返納届

＊ 配置従事者身分証明書（原本）＜宛先＞
「配置従事者身分証明書返納届
受付」係

⑫配置従事届

・ なし＜宛先＞
「配置従事届受付」係

⑬配置従事者証明願
・ なし

＜宛先＞
「配置従事者証明願受付」係

１０

＜必要書類一覧（続き）＞

＜郵送先＞〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町３―８―１
宮城県保健福祉部薬務課監視麻薬班「○○受付」係 ※係は下記より転記してください。

・ 電子申請時にデータ添付が必要な書類は下記のとおりです（＊は原本提出も必要です）。
・ 電子申請と併せて、申請先（薬務課）へ、以下の⑪については販売従事者身分証明書（原本）、
⑧については身分証明書用写真、⑨⑩については身分証明書（原本）＋写真の提出が必要です。

・ 「郵送受取（返送用封筒提出）」を選択した場合は、返送用レターパック又は簡易書留用封筒
（⑧～⑩は長３サイズ・４６０円切手付き）を郵送提出してください。



04-３ 必要書類の提出

・ 「⑥変更届」の際に郵送提出が必要な書類は、下記のとおりです。
・ 様式は下記のホームページ内に掲載しておりますので、ダウンロード願います。

（参考）
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/yakumu/kizon-haichi-henkou.html

変更事項 必要書類

配置販売業者の氏名または住所 ・ 登記事項証明書（原本）

配置販売業の業務を行うにつき
必要な知識経験を有する者（資
格者）

・ 配置販売業の業務を行うにつき必要な知識経験を有することを証明
する書類

配置販売業の業務を行うにつき
必要な知識経験を有する者（資
格者）の氏名・住所

・ なし

区域管理者 ・ なし

区域管理者の氏名または住所 ・ なし

薬事に関する業務に責任を有す
る役員の氏名（申請者が法人の
場合）

・ 登記事項証明書
・ 精神機能障害及び麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒に関する医師

の診断書
※発行から３か月以内のもの
※申請者が法人の場合は当該業務を行う役員のもの
※申請者の法人名と併記する代表者以外の役員については、疎明書でも可

・ 役員業務分掌表又は役員組織図（申請者が法人の場合）

１１

＜変更事項別 必要書類一覧＞

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/yakumu/kizon-haichi-henkou.html


05-1 操作方法（修正）

・ 県から内容修正依頼があった場合の対応について説明します。

①申請者のアドレスに［【要対応】申請内容のご修正のお願い］メールが届きます。

②メール内のURLをクリックし、メールに記載のパスワードを入力します。
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05-2 操作方法（修正）

③修正依頼内容を確認し、「申請内容を修正する」をクリックします。

⑥入力内容に誤りや不備がないことを確認し、「送信」をクリックします。

④修正依頼箇所を修正し、ページ下部の「金額確認画面へ進む」をクリックします。

←データについては、修正指示のあったものを含め、
全データで再添付が必要となります。

⑤「確定前金額確認」→「入力内容確認」にすすみ、内容を確認します。

⑦改めて申請者アドレスに［【重要】仮申請完了のご案内］メールが届きます。

１３

←入力内容を修正する場合は、正しい情報を再入力してください。

←選択内容を修正する場合は、正しい内容を再選択してください。



06-1 操作方法（決済）

・ 県から申請手数料の支払い依頼があった場合の対応について説明します。

①申請者のアドレスに［【要対応】お支払い内容確定のご案内］が届きます。

②メール内のURLをクリックし、メールに記載のパスワードを入力します。

［【重要】仮申請完了のご案内メール］（P８）に記載の決済画面ログイン用パスワード
を入力します。

１４

！重要！

※ メール受信後の支払期限は５日間です
（受信日含む）。

※ 期限までに支払いが完了しない場合、
仮申請を取り消すことがあります。



06-2 操作方法（決済）

③申請内容を確認し、「お支払いに進む」をクリックします。

④支払い金額を確認し、決済方法を「クレジットカード」「PayPay」から選択します。

１５



06-3 操作方法（決済）

＜クレジットカード決済の場合＞

１６



06-4 操作方法（決済）

＜PayPay決済の場合＞

スマートフォンから
支払いする場合はこちらを
クリックしてください

１７

※ １申請につき、オンライン決済の上限は９回までです。
※ 9 回失敗すると、その申請では決済が受付不可となり、再申請が必要となります。PayPay
決済ができない場合は、ブラウザのポップアップブロックを「無効」にした上で再試行願い
ます。クレジットカード決済できない場合は、クレジットカード会社へお問い合わせください。

！重要！



06-5 操作方法（決済）

⑤決済が完了すると、送信完了画面が表示されます。

⑥申請者のアドレスに［【重要】お支払い手続き完了のご案内］メールが届きます。

１８

※ 電子申請の場合、配置販売業許可申請（更新を含む）については、本申請完了から４日以内
に、許可証の書換え・再交付申請、既存配置販売業取扱い品目変更・追加申請、配置従事者
身分証明書交付申請、身分証明書の書換え・再交付申請については、本申請完了から１０日
以内に発行されます（土日祝日、郵送受取の場合は郵送日数を含みません）。

※ 変更届と許可証の書換え交付申請など、複数の申請を行った場合は、全ての本申請が完了
しないと許可証の発行が行えません。

！重要！

・ 上記⑤⑥の確認ができましたら、本申請（決済）が完了です。
・ 許可証の更新申請、書換え交付、汚損・破損による再交付申請は、本申請後に、申請先
（薬務課）へ許可証（原本）を提出してください。

・ 「郵送受取（返送用封筒提出）」を選択した場合は、申請先（薬務課）へ返送用封筒を提出
してください。

・ 「薬務課・保健所受取」は許可証等発行後、指定した受取窓口から電話連絡があります。
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